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長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
山
内
康
一
君
提
出
複
数
回
申
請
者
の
難
民
認
定
状
況
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
内
康
一
君
提
出
複
数
回
申
請
者
の
難
民
認
定
状
況
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
平
成
十
七
年
か
ら
平
成
二
十
一
年
の
五
年
間
に
、
法
務
大
臣
が
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十

六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
難
民
の
認
定
（
同
法
第
六
十
一
条
の
二
の
九
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
っ
た
二
百
八
名
中
、
二
回
目
以
降

の
申
請
に
対
し
て
難
民
の
認
定
を
行
っ
た
者
の
数
は
、
二
十
二
名
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
数
」
は
三
百
九
十
六
人
で
あ
り
、
「
国
籍
」
は
ト
ル
コ
共
和
国
、
ス
リ
ラ
ン
カ
民
主
社
会
主
義
共
和
国
、
ミ

ャ
ン
マ
ー
連
邦
等
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
平
均
受
給
期
間
」
は
約
十
二
か
月
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

難
民
認
定
申
請
者
に
対
す
る
保
護
に
つ
い
て
は
、
国
際
的
に
各
国
に
も
道
義
的
責
任
が
あ
る
重
要
な
業
務
で
あ
る
と
認
識

一



し
て
い
る
。
今
後
と
も
、
御
指
摘
の
「
保
護
費
」
の
支
給
を
含
め
適
正
な
保
護
が
行
え
る
よ
う
、
最
大
限
の
努
力
を
続
け
て

い
く
所
存
で
あ
る
。

二


